
学校を選択する際の注意点
❶徒歩または公共交通機関を使って通学してください。原則、自転車通学は禁止です。
❷通学時間・経路は事前にお子様と一緒に確認してください。冬になると部活動が終了する時刻には暗くなり、寒
くなることがあります。また、学校によっては、再登校してから行う部活動もあります。
❸実際に住んでいない等住所の届出を偽って入学した場合は、居住地の通学区域の学校に転校していただきます。
❹希望校の変更期間以降に希望校以外の学校に通いたいという問い合わせが多く見受けられます。変更期間以降は
転居を除き住所で指定される通学区域の学校であっても希望した学校を変更することはできません。保護者の方
の責任のもと、お子様とよく話し合って学校を選択してください。

１ 学校選択制とは
中学校へ進学するときに、入学する学校を選ぶことができる制度です。
住所地で通学区域の学校が決められていますが、「通学区域外の受入れが可能な学校」から入学する学校を
選ぶことができます。

実施方法
江戸川区に在住している「小学校６年生」が対象です。

「通学区域外からの受入れが可能な学校」から選択できます。

各校の状況により「30人程度」・「10人程度」・「通学区域外から受入れができない学校」があります。(詳細は３ページ）
①受入れ可能数は確定数ではありません。施設の状況のほか、転出、転入や、区立以外の中学校への進学状況
等により増減し、受入れができない場合もあります。

②希望者が多い場合は、通学区域外からの希望者を対象に抽選を行います。
③教育委員会が指定した通学区域の学校を希望している方は、全員入学できます。

1対象となる方

2選択できる学校

3通学区域外からの受入れ可能数

学校ごとに開設されているホームページをご覧ください。

希望する学校について、お子様と保護者の方の意見が一致しない場合があります。
なぜその学校がいいと思うのか、お互いよく話し合い、納得のうえで学校を選択してください。

4自分に合った学校を選択するために
①各学校について調べてみましょう

③家族でよく話し合いましょう

１

２

３

学校を知るためには、実際に自分の目で見て確かめてみることが大事です。
学校公開や、学校行事等に積極的に参加して、各校の日常の様子や雰囲気をつかみましょう。

②実際に中学校に行ってみましょう

江戸川区教育委員会事務局学務課江戸川区教育委員会事務局学務課

令和９年度入学令和９年度入学

ご案内ご案内
中学校選択制中学校選択制のの



中学校入学までの流れ
は書類を提出していただく等、保護者の方の対応が必要な項目です

各校ホームページでの情報検索・学校公開を参考に希望校を検討

指定校変更の申請

「中学校希望調査票」の配布
※区内の小学校に在籍のお子様には、各校で配布します
　それ以外の小学校に在籍のお子様には、自宅に郵送します

希望調査の中間集計結果の公表※

通学区域の学校を希望

※６ページの「許可基準」に該当する場合のみ
※希望調査票を提出のうえ、学事係に
　ご相談ください

※区ホームページ
　に掲載

※抽選結果は該当者に通知
※学校ごとの状況を区ホームページに掲載

1月中旬

希望調査の最終集計結果の公表※

抽選※

補欠

不可

希望校の希望者数が
受入れ可能数以上

希望校の希望者数が
受入れ可能な範囲内

審　 査

※審査の結果、該当しないと
判断された場合、通学区域
の学校に決定

当選

当選

希望校を「就学指定校」に決定

入　学　式

繰上げ当選の決定

1月下旬
～

2月下旬

4月

２

９月中旬

通学区域外の学校を希望 特別な事情※により、
通学区域外の学校を希望

10月下旬
※区ホームページに掲載

通学区域の学校を指定した
就学通知書の送付 希望校を指定した就学通知書の送付

各学校での入学説明会

通学区域の学校に決定 希望校を「就学指定校」に決定

４

11月上旬

繰上げを待つ 通学区域の学校に決定補欠登録の辞退

10月上旬

10月14日期限厳守　　　希望校の変更期間

9月30日期限厳守　　　「中学校希望調査票」の提出



令和9年度入学の通学区域外からの受入れ可能数

３

　通学区域外の学校を希望する場合は、上記の「30人程度」・「10人程度」から選択してください。
「通学区域外から受入れができない学校」を希望することはできません。
　通学区域外からの受入れ可能数は確定値ではありません。通学区域外からの受入れ可能数は、次のような事情に
より増減するため、「30人程度」・「10人程度」の学校でも受入れができない場合もあります。
•通学区域内の希望者数　•転入、転出者数　•国立、都立、私立学校等への進学者数　等
　希望者が多い場合は、11月上旬に、通学区域外からの希望者を対象に抽選を行います。抽選会までに受入れ可否
の見込みができない学校については、当選者を出さず、抽選対象者全員が補欠登録となる場合があります。補欠登
録者については、抽選会で「補欠登録順位」を決定します。
　補欠登録者は、来年２月下旬に、国立・都立・私立学校等への進学による入学辞退者数が確定した後、抽選会で
決定した「補欠登録順位」に基づいて繰上げ当選の可否を決定します。

５

区外から転入された方の希望申請

転入の届出後、希望調査票を自宅に郵送します。通学区域外の学校を希望する場合は、指定の期限まで
に希望調査票を提出してください。

通学区域の学校に入学するか、転入時点で受入れ数に達していない学校（※）を希望することができま
す。転入の届出後、学事係から個別にご案内を郵送し手続きの方法と期限を指定します。なお、３月下
旬に転入する方については、手続きの期限が３月31日となりますので、通学区域外の学校を希望する
場合は直接窓口までお越しください。
※受入れ数に達していない学校……通学区域外から受入れができない学校、抽選を実施した学校、抽選
は実施していないが定員に達した学校を除いた学校

４月１日以降に転入の届出を行った方は、通学区域の学校が就学指定校となります。通学区域外の学校
を選択することはできません。

⑴9月30日までに転入の届出をされた方

⑵10月1日以降3月31日までに転入の届出をされた方

⑶4月1日以降に転入の届出をされた方

特別支援学級への入級を検討している方
入級を検討されている方は、学務課相談係（03－5662－1627）で個別に相談を行いますので、担任の先生
へお申し出ください。

６

７

30 人 程 度（24校）
№ 学　校　名 № 学　校　名 № 学　校　名 № 学　校　名 № 学　校　名
1 小 松 川 中 学 校 6 松江第五中学校 11 清新第一中学校 16 春 江 中 学 校 21 小岩第三中学校
2 小松川第二中学校 7 二 之 江 中 学 校 12 清新第二中学校 17 鹿 本 中 学 校 22 小岩第四中学校
3 松江第二中学校 8 葛西第二中学校 13 瑞 江 中 学 校 18 鹿 骨 中 学 校 23 小岩第五中学校
4 松江第三中学校 9 南葛西第二中学校 14 瑞江第二中学校 19 篠崎第二中学校 24 上 一 色 中 学 校
5 松江第四中学校 10 西 葛 西 中 学 校 15 瑞江第三中学校 20 小岩第一中学校

10人程度（7校）
№ 学　校　名 № 学　校　名 № 学　校　名
1 松江第一中学校 4 葛西第三中学校 7 小岩第二中学校
2 松江第六中学校 5 南 葛 西 中 学 校
3 葛 西 中 学 校 6 篠 崎 中 学 校

通学区域外から受入れができない学校（1校）
№ 学　校　名 № 学　校　名
1 東 葛 西 中 学 校



４

８ 中学校の改築について
◎葛西第二中学校
　・令和7～10年度に同一敷地内で校舎の改築工事を実施しています。
　・改築工事に伴い、令和6年4月から同一敷地内に建設する仮設校舎を利用し学校運営を行っています。
　・令和10～11年度にグラウンド整備工事を実施し、令和11年夏頃にすべての工事が完了する予定です。

◎松江第一中学校
　・令和10～12年度に同一敷地内で校舎の改築工事を実施する予定です。
　・改築工事期間中は、既存校舎を利用し学校運営を行う予定です。
　・令和13～14年度にグラウンド整備工事を実施し、令和14年夏頃にすべての工事が完了する予定です。

◎鹿本中学校・上一色中学校
　・鹿本中学校と上一色中学校は令和14年4月に統合する予定です。
　・令和11～15年度に、上一色中学校の敷地で校舎の改築工事及び旧校舎の解体、グラウンド整備工事を実施す
る予定です。

　・令和14年3月までは各校で学校運営を行い、令和14年4月から新校舎での学校運営を開始する予定です。
◆上記の中学校については、工事期間中に校庭の利用に制限が生じます。
◆スケジュールは、変更になる場合があります。

抽選について
Q3

Q4

抽選はどのように
行うのですか。

抽選に当選しな
かった場合はどう
なりますか。

Ａ

Ａ

抽選は教育委員会事務局が実施します。公開により行いますので、保護者は出
席をしなくても不利になることはありません。抽選結果は、後日、対象者に通
知するとともに、学校ごとの状況を区ホームページにて公表します。

抽選会当日に補欠登録の順位を決定します。国・都・私立中学校への入学や転出
（予定）等により、希望校に受入れ枠ができた場合、２月下旬に補欠登録順位に
基づき繰上げ当選者を決定します。繰上げ当選にならなかった場合は、通学区域
の学校へ入学することになります。また、１月に補欠登録を辞退し、繰上げを待
たずに通学区域の学校に変更することができます。通学区域外の他の学校を再度
選択することはできません。

学校選択制Ｑ＆Ａ
希望学校の選択について
Q1

Q2

部活動の詳しい活
動状況を知るには
どうすれば良いで
すか。

現在、通学区域外の小学校に
通っていますが、小学校の友達
が入学する通学区域外の中学校
に優先的に入学できますか。

Ａ

Ａ

学校によって活動状況、内容、実績とも異なりますので、直接学校にお問い合
わせください。なお、部活動の顧問の教員が人事異動になり、やむを得ず活動
内容等が変わる場合もありますので、ご承知おきください。入学後、部活動を
理由にした転校はできません。

小学校の地域にある中学校であっても、通学区域外に居住してい
る場合は、優先的に中学校に入学することはできません。居住す
る通学区域の中学校が就学指定校となるため、希望する場合は希
望調査時に選択をしてください。なお、江戸川区外にお住まいの
方は、江戸川区の学校に入学することはできません。

９

詳細は区ホームページをご覧ください。

・改築について



５

希望校について

転居の予定がある場合

きょうだい関係の入学

Q5

Q8

Q7

希望した学校を変更することは
できますか。

江戸川区内で引越しを予定し
ています。どのように手続き
をすれば、引越し先の通学区
域の学校に入学できますか。

私立中学校へ進学する際は
どうすればよいですか。

希望調査以降、入学前に区内で転居し、通
学区域が変わります。希望調査票を受取っ
た際の通学区域の学校に入学できますか。

現在子供が通学区域外のＡ中学校に通学して
います。下の子が来年入学するのですが、Ａ中
学校が通学区域外から受入れできない学校で
ある場合や、抽選対象校になった場合、下の子
は入学できますか。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

希望校の変更期間（10月14日まで）に限り可能です。変更する
場合は、希望変更届の電子申請フォームにより申請してくださ
い。変更期間以降は転居を除き、住所で指定される通学区域の
学校であっても変更することはできませんのでご注意ください。

①希望調査時に転居先が決まっている場合
希望調査票に転居予定の旨を記入していただき、転居先が確認で
きる書類（契約書の写し等）を併せて申請してください。
②希望調査票の提出後に転居が決まった場合
学務課学事係に変更希望の届出が必要となりますのでご連絡くだ
さい。

９月に配布する希望調査の「希望校」は区立中学校に行く場合の学
校を記入してください。あわせて「国立・都立・私立中学校を受験
予定」の欄にチェックし、提出してください。その後、入学する中
学校が決定しましたら、入学許可書などを提出していただきます。

通学区域外からの受入れ可能数が「30人程度」・「10
人程度」の学校については入学できます。「通学区域
外から受入れができない学校」については、入学で
きません。転居後の通学区域の学校へ入学いただき
ます。

兄姉が在籍している場合、指定校変更の許可基準
（６ページ）に該当することから、指定校変更の
手続きにより入学する中学校を決定します。手続
きについては希望調査票申請フォームに、兄姉の
氏名や在籍中学校名を入力する項目がありますの
で、必ず記入してから提出してください。

Q12

希望調査以降、区内で転居をしました。
転居後の住所から、通学区域外の学校を
選択できますか。

江戸川区外へ転出することになりました。
希望調査の際、通学区域外の学校を希望し
ましたが、どうなりますか。

Q10

Q11

Ａ

Ａ

希望調査の締切り以降に通学区域外の学校を選択する
ことはできません。

江戸川区外へ転出した時点で、江戸川区立の中学校
へ入学する権利は失われます。転出先の市区町村で、
中学校への入学手続きを行ってください。

Q9

Q6

特別な事情により指定された学
校を変更することはできますか。

Ａ 江戸川区の「指定校変更の許可基準」（６ページ）に基づき審
査を行います。やむを得ない特別な事情があり変更を希望す
る方は、希望調査票に記入し提出のうえ、学務課学事係にご
相談ください。



「指定校変更の許可基準」
（新中学１年生の該当部分のみ抜粋）⑴身体的理由による場合

⑵教育的配慮による場合

許可基準 添付書類
慢性疾患等により、長期間・定期的に通院加療を必要とすると認められ、通院す
る病院の通学区域にある学校に通学する場合。

●診断書の写し等

住所地が通学区域境であり、健康上または身体的理由のため、通学距離・時間上
最も至近な学校に通学させる必要があると認められる場合。

●健康上または身体的理由を
証明する書類
●身体障害者手帳等

許可基準 添付書類
いじめ、不登校等に起因して、指定校に通学することが困難な場合など、特に配
慮が必要であると判断される場合。

●学校長の意見書

著しい環境の変化により、何らかの教育的配慮を要すると認められる場合。 ●状況に応じた書類

⑶家庭環境による場合
許可基準 添付書類

住宅の購入等により、近い将来（概ね１年以内）に転居することが確定しており、
転居先の通学区域にある学校へあらかじめ通学する場合。

●購入または賃貸契約書、建
築確認書、工事請負契約書
等の写し

兄弟姉妹が在籍しており、通学や学校と家庭との連絡等の利便性を考え、同一学
校に通学させることが適当と認められ、同時に在籍することが可能な場合。

●無し

⑷その他個別事情に配慮する場合
許可基準 添付書類

その他、教育委員会が特に必要と認める場合。 ●状況に応じた書類

指定校変更制度について
　通学区域により決められている指定校の変更は、学校選択制とは別に「指定校変更の許可
基準」に基づくやむを得ない事由の場合のみ、これを認めています。
　次の３つの要件を満たし、かつ、以下の許可基準に該当する場合に申請を受理し、審査後、
結果を通知しますが、学校運営上等の理由により、指定校変更ができない場合がありますので、
予めご承知ください。

※なお、この「指定校変更の許可基準」は、受入れ先の学校の定員に余裕がある場合に適用します。

❶ 申請時において江戸川区民であること。

❷ 保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全につい
て責任を持つことを承諾すること。

❸ 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

６

10



令和8年度入学中学校選択制実施結果（参考）
区内中学校32校のうち、通学区域外から受入れが可能だった29校の希望状況を集計したものです。
抽選状況や繰上げ状況については区ホームページをご覧ください。

７

11

区ホームページリンク一覧
●通学区域一覧（住所別）

●区立中学校一覧

●生徒数および学級数

住所から通学区域の学校を確認することができます。
※令和９年４月より東葛西中学校の学区域が変更となります。

各中学校のホームページを確認することができます。

各中学校の生徒数・学級数を確認することができます。

学校選択制・指定校変更制度について　学務課 学事係 　　　　　03－5662－1624
改築について　　　　　　　　　　　　学校施設課 改築推進係 　03－5662－0728

問合せ先
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学校名
受入
可能数
（※）

希望者

1 小松川第二中学校 30 27
2 松 江第一中学校 10 38
3 松 江第二中学校 30 22
4 松 江第三中学校 30 35
5 松 江第四中学校 30 13
6 松 江第五中学校 30 68
7 松 江第六中学校 30 10
8 二 之 江 中 学 校 30 15
9 葛 西 中 学 校 10 37
10 葛 西第二中学校 30 28
11 葛 西第三中学校 30 31
12 南 葛 西 中 学 校 30 58
13 南葛西第二中学校 30 5
14 西 葛 西 中 学 校 30 85
15 清 新第一中学校 10 38

〈備考〉　　　　の中学校８校は抽選を実施しました。
※通学区域外からの受入れ可能数です。30⇒30人程度、10⇒10人程度
　（小松川中・東葛西中・篠崎中……通学区域外から受入れができない学校）

学校名
受入
可能数
（※）

希望者

16 清 新第二中学校 30 42
17 瑞 江 中 学 校 30 26
18 瑞 江第二中学校 30 62
19 瑞 江第三中学校 10 53
20 春 江 中 学 校 30 5
21 鹿 本 中 学 校 30 90
22 鹿 骨 中 学 校 30 34
23 篠 崎第二中学校 30 12
24 小 岩第一中学校 30 75
25 小 岩第二中学校 10 39
26 小 岩第三中学校 10 6
27 小 岩第四中学校 30 36
28 小 岩第五中学校 30 3
29 上 一 色 中 学 校 30 19



　状況により変更が生じる可能性があります。時間などの詳細については各学校のホームページをご確認いただ
くか、直接学校へお問い合わせください。

各中学校の学校公開日

８
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№ 学校名 電話番号 所在地 学校公開日 説明会
1 小 松 川 中 学 校 3683−8013 平井 3−20−1 ９月９日㈬〜９月12日㈯ ９月12日㈯

2 小松川第二中学校 3685−4900 小松川 2−10−2 ９月５日㈯ ９月５日㈯

3 松江第一中学校 3652−0197 松江 5−5−1 ９月５日㈯ ９月５日㈯

4 松江第二中学校 3651−2546 松島 2−3−1 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

5 松江第三中学校 3651−0043 中央 1−20−1 ９月２日㈬〜９月５日㈯ ９月５日㈯

6 松江第四中学校 3652−7591 西一之江 1−16−1 ９月１日㈫〜９月５日㈯ ９月５日㈯

7 松江第五中学校 3652−7946 一之江 6−18−1 ９月７日㈪〜９月12日㈯ ９月12日㈯

8 松江第六中学校 3656−6711 松江 7−16−18 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

9 二 之 江 中 学 校 3686−2281 春江町 5−3−1 ９月７日㈪〜９月12日㈯ ９月12日㈯

10 葛 西 中 学 校 3680−3486 中葛西 2−4−3 ９月４日㈮〜９月５日㈯ ９月５日㈯

11 葛西第二中学校 3680−5146 宇喜田町 1085 ９月５日㈯ ９月５日㈯

12 葛西第三中学校 3687−8021 中葛西 6−6−13 ９月12日㈯ ９月12日㈯

13 南 葛 西 中 学 校 3675−0317 南葛西 5−12−1 ９月５日㈯ ９月５日㈯

14 南葛西第二中学校 3878−3651 南葛西 5−3−1 ９月２日㈬〜９月５日㈯ ９月５日㈯

15 西 葛 西 中 学 校 3686−7874 西葛西 5−10−18 ９月５日㈯ ９月５日㈯

16 東 葛 西 中 学 校 3675−4761 東葛西 6−40−1 ９月５日㈯ ９月５日㈯

17 清新第一中学校 3878−1281 清新町 1−5−14 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

18 清新第二中学校 3877−6631 清新町 2−1−2 ９月２日㈬〜９月５日㈯ ９月５日㈯

19 瑞 江 中 学 校 3651−2210 江戸川 4−16 ９月２日㈬〜９月４日㈮・10月10日㈯ 10月10日㈯

20 瑞江第二中学校 3670−1301 瑞江 4−54−1 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

21 瑞江第三中学校 3678−1495 東瑞江 1−38−33 ９月15日㈫〜９月18日㈮ ９月18日㈮

22 春 江 中 学 校 3678−9241 春江町 2−47−1 ９月２日㈬〜９月５日㈯ ９月５日㈯

23 鹿 本 中 学 校 3651−0817 松本 1−36−1 ９月７日㈪〜９月11日㈮ ９月９日㈬

24 鹿 骨 中 学 校 3678−5166 鹿骨 2−12−1 ９月４日㈮〜９月５日㈯ ９月５日㈯

25 篠 崎 中 学 校 3679−3001 篠崎町 5−12−19 ９月５日㈯ ９月５日㈯

26 篠崎第二中学校 3677−9531 下篠崎町 14−1 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

27 小岩第一中学校 3659−7291 東小岩 3−10−8 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

28 小岩第二中学校 3657−1916 東小岩 1−6−10 ９月２日㈬〜９月５日㈯ ９月５日㈯

29 小岩第三中学校 3657−1958 北小岩 8−19−1 ９月５日㈯・９月８日㈫・９月９日㈬ ９月５日㈯

30 小岩第四中学校 3659−9471 西小岩 3−9−18 ９月３日㈭〜９月９日㈬ ９月５日㈯

31 小岩第五中学校 3679−6375 鹿骨 5−27−1 ９月３日㈭〜９月５日㈯ ９月５日㈯

32 上 一 色 中 学 校 3653−5407 上一色 1−8−11 ９月４日㈮・９月５日㈯ ９月５日㈯


